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 各  位 

 

               近畿農政局地方参事官室（京都府担当） 

 

 時下益々ご清栄のことと存じます。 

 日頃より地域農政の推進に格段のご理解とご尽力を賜り厚くお礼申し上 

げます。 

 

 農政に関するメール情報を以下のとおり配信いたします。  

 

 皆様の地域の農業を元気にする取組に、少しでもお役に立てば幸いに存 

じます。  

 

         ～～今回お知らせする情報～～ 

 

○ 新型コロナウイルス感染症について 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 
 

○ 新型コロナウイルス感染症について 

 

国民の皆様へ 

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染である 

と考えられています。2020 年 2 月 21 日現在、食品を介して新型コロナウイル 

ス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。 

製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな 

手洗い、アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中 

毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する 

必要はありません。 

 

農林漁業者の皆様へのメッセージ 

新型コロナウイルス感染症は、我が国において、現在、流行が認められて 

いる状況ではありません。農林漁業者の皆様におかれましては、風邪や季 

節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の咳エチケットや手洗いな 

どの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いしま 



す。 

湖北省から帰国・入国される方あるいはこれらの方と接触された方におか 

れましては、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、 

事前に保健所へ連絡したうえで、受診していただきますよう、御協力をお 

願いします。また、医療機関の受診にあたっては、湖北省の滞在歴がある 

ことまたは湖北省に滞在歴がある方と接触したことを事前に申し出てくだ 

さい。 

 

※上記の農林水産省からのメッセージについては、以下のURLをご参照ください。 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html 
 

コロナウィルスについては、厚生労働省「新型コロナウィルスに関する Q&A」を

ご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_0
0001.html 
  

【お問い合わせ先】 

大臣官房文書課災害総合対策室 

担当者：影山、齋藤 

代表：03-3502-8111（内線 5133） 

ダイヤルイン：03-6744-2142 

FAX 番号：03-6744-7158 

 
 

☆編集後記☆ 

今回は新型コロナウイルス関係の臨時号とさせて頂きました。一般的な感 

染症対策は、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒、で 

きる限り混雑した場所を避ける。また、十分な睡眠をとることも重要との 

ことです（厚労省 HP）。先日、あるとても衛生管理が厳重な製造業の方と 

お話する機会があったのですが、「うちの職員はだれも風邪をひいていな 

い。手洗いが良いのかなー」とおっしゃっていました。最近、手洗いに気 

をつけている、今日この頃でございます。(M.N) 

 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

○ あふてらす（農林漁業はじめるサイト）について 

 

「あふてらす」は、農業・林業・漁業、その加工・販売に興味がある方、こ 

れからはじめたい方向けの情報を発信しています。 

 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html


※ 詳細については、以下のリンク先をご確認ください。 

https://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/ 
 
 

○ 農林水産業流通マッチングナビ agreach のご紹介 

 

 agreach は、生産者・卸売業者・バイヤーがそれぞれの企業情報を登録し、 

互いに取引先となる企業を探索できる仕組みです。農林水産物の生産・流通 

に関わる事業者の販売先／仕入先の開拓にご活用いただけます。 

 

※ agreach の Web サイトは、以下のリンク先にアクセスしてください。 

https://www.agreach.jp/ 
 
 

○ 農業研究見える化システム アグリサーチャーのご紹介 

 

 アグリサーチャーは、最新の研究成果と研究者の連絡先を簡単に検索でき 

る情報公開（Web）システムです。是非、興味のある成果・技術を探して研 

究者に相談するなど、本システムを生産現場の問題解決にご活用ください！ 

 

※ アグリサーチャーの Web サイトは、以下のリンク先にアクセスしてくだ 

 さい。 

https://mieruka.dc.affrc.go.jp/ 
 
 

○ 農業資材比較サービス「AGMIRU」のご紹介 

 

 農業資材比較サービス「AGMIRU」は、農業資材の希望条件を登録すると、 

複数の販売店から商品の見積もりが届くサービスです。 

 

※ 「AGMIRU」の Web サイトは、以下のリンク先にアクセスしてください。 

 （ソフトバンク・テクノロジー（株）が運営するサイト「AGMIRU」に移動 

 します。） 

https://agmiru.com/ 
 
 

○ 消費税軽減税率制度に関する情報 

 

 令和元年（2019 年）10 月 1 日からの消費税率引き上げに伴い、軽減税率制度 

が開始されました。食料産業局では、軽減税率の対象品目の 1 つである「飲食 

料品」を取り扱う食品産業事業者の皆さまのご不明な点や疑問などを解決す 

https://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/
https://www.agreach.jp/
https://mieruka.dc.affrc.go.jp/
https://agmiru.com/


るために、税率に関する挿絵軽減税率制度対応に利用できる支援措置や関連 

情報を取りまとめました。 

 

※ 消費税軽減税率制度の Web サイトは、以下のリンク先にアクセスしてくだ 

 さい。 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html 
 
 

❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏❏ 

 

      § 農林水産省ビジョンステートメント § 

 

 私たち農林水産省は、生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を 

未来の子どもたちに継承していくことを使命として、常に国民の期待を正面 

から受けとめ、時代の変化を見通して政策を提案し、その実現に向けて全力 

で行動します。 

 

▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷  

 

メール情報の配信停止・配信先変更ご希望の方は、その旨を記載し、 

このメールに返信願います。 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 近畿農政局 地方参事官室（京都府担当） 

 〒602-8054 

 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 

 TEL：０７５-４１４-９０１５ 

 FAX：０７５-４１４-９０５７ 

  E-MAIL: kinki_sanjikan_kyoto@maff.go.jp 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/keigen20191001.html
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